


新潟県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する要綱 

新旧対照表  

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関す

る要綱 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関す

る要綱 

平成２０年５月１９日 平成２０年５月１９日 

告示第１６号 告示第１６号 

（自家用車使用の許可） 

第４条 旅行命令権者（新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に

関する条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第２０号。

以下「旅費条例」という。）第２条第１項第２号に規定する旅行命令

権者をいう。）は、登録職員が自家用車を公務に使用しようとすると

きは、次の各号のいずれにも該当していると総務課長が認める場合に

限り、これを許可するものとする。 

（自家用車使用の許可） 

第４条 旅行命令権者（新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に

関する条例（平成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第２０号。

以下「旅費条例」という。）第４条第１項      に規定する旅行命令

権者をいう。）は、登録職員が自家用車を公務に使用しようとすると

きは、次の各号のいずれにも該当していると総務課長が認める場合に

限り、これを許可するものとする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

  



新 旧 

    



新 旧 

    



附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


